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外
来
植
物
の
防
除
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
!!

「
世
界
自
然
遺
産
の
島
」

  

奄
美
大
島
、
徳
之
島
、
沖
縄
島
北
部
及
び
西
表
島

■お問合わせ先　 水産観光課世界自然遺産せとうち町対策室　☎ 0997 － 72 － 1115 ８
月
の
お
知
ら
せ

お問合わせ先に各課

の直通番号を記載し

ています。

役場代表のお問合わ

せ先はこちらです。

■瀬戸内町役場代表

☎ 72 ー 1111
※なお、平日の

17 時 15 分以降や

休日は、宿直室に

つながります。

vol.90

Ⓒ amami-ancc 

島
内
で
最
近
よ
く
見
ら
れ
る
外

来
植
物
に
、「
ア
メ
リ
カ
ハ
マ
グ

ル
マ
」
と
い
う
植
物
が
あ
り
ま

す
。
5
月
˜
12
月
に
咲
く
、
黄

色
い
花
び
ら
の
キ
ク
科
の
植
物

で
す
。
こ
の
植
物
は
多
年
生
植

物
で
、
年
間
を
通
じ
て
草
体
繁

殖
し
ま
す
。

１
９
７
０
年
代
に
緑
化
用
と
し

て
沖
縄
諸
島
各
地
に
導
入
さ
れ

ま
し
た
が
、
あ
ま
り
に
も
繁
殖

力
が
強
く
在
来
植
物
の
生
育
に

大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
た

め
、「
緊
急
対
策
外
来
種
」(
各

主
体
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
に
お

い
て
、
積
極
的
に
防
除
を
行
う

必
要
が
あ
る
種
)
に
選
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
見
つ
け
た
際
に
は
、

除
草
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

※
本
町
で
も
数
カ
所
確
認
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
在
来
種
で
ハ
マ

グ
ル
マ
(
ネ
コ
ノ
シ
タ
)
と
い

う
似
て
い
る
植
物
も
あ
り
ま
す
。

■
防
除
方
法

十
分
に
乾
燥
、
枯
死
さ
せ
た
上

で
、
燃
や
せ
る
ゴ
ミ
の
袋
へ
入

れ
、
決
め
ら
れ
た
燃
や
せ
る
ゴ

ミ
の
日
に
指
定
の
場
所
へ
出
し

て
く
だ
さ
い
。(
生
き
た
ま
ま
の

運
搬
も
違
法
で
す
。)

そ
の
他
の
外
来
植
物
の
情
報
や
、

ご
不
明
な
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た

ら
、
お
気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

■お問合わせ先　 町民生活課児童母子係　☎ 0997 ー 72 － 1060

児童扶養手当・特別児童扶養手当受給者の皆様へ重要なお知らせ
現況届・所得状況届の提出について

毎年８月は、現況届（児童扶養手当）・所得状況届（特別児童扶養手当）の提出が必要です。
届出のないときは、支給が遅れる場合がありますので、８月中の提出をお願いします。
■提出の際に必要なもの
瀬戸内町からの通知書・受給者証書・印鑑・その他必要書類　※対象者には案内を送付します。

～　制度のご案内　～
■児童扶養手当
ひとり親、および父または母が身体などに重度の障害がある児童の母または父、あるいは父母にかわって
その児童を養育している方に対して支給される手当です。
※「児童」とは、18 歳に達する日以後、最初の３月 31 日までをいいます。
　また、心身におおむね中度以上の障害がある場合は、20 歳未満まで手当が受けられます。
◎児童扶養手当の支給額（令和４年４月～）
　児童 1 人のとき：月額 43,070 円（一部支給のとき 43,060 円～ 10,160 円）
　児童 2 人のとき：10,170 円（一部支給のとき 10,160 円～ 5,090 円）を加算
　児童 3 人目以降：１人につき 6,100 円（一部支給のとき 6,090 円～ 3,050 円）を加算
■特別児童扶養手当
20 歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障害のある児童を監護している父または母、
あるいは父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。

（ただし、児童が、児童福祉施設等に入所している方は該当しません。）
◎手当支給額（令和４年４月～）
　（１級）月額 52,400 円　（２級）月額 34,900 円
■ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭の父または母および児童と父母のない児童を対象に、医科・歯科・眼科・調剤薬局等にて支払っ
た保険診療分の医療費を助成する制度です。
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■お問合わせ先　 瀬戸内町みなと祭り協賛会事務局（瀬戸内町水産観光課内）　☎ 0997 － 72 － 1115

第 42回瀬戸内町みなと祭りを開催します！
未だに新型コロナウイルス感染症の収束が見えない状況ではありますが、令和 4 年 8 月 21 日（日）に「第

42 回瀬戸内町みなと祭り」を規模を縮小して開催することを決定しました。

３年ぶりの開催となる今年は、「海上パレード」、「舟こぎ競争大会」、「コロナを乗り越えよう！花火大会」

の一部プログラムのみの実施とし、新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から、「相撲大会」、「市中パレー

ド」、「歌謡・島唄大会」、「八月踊り大会」は実施を見送ることとしました。

また、会場内での飲食はキャップ付き飲料での水分補給のみ可とし、アルコールを含むその他の飲食につい

ては禁止とします。

※奄美大島コロナ警戒レベルが「5」の場合は全プログラムを中止します。

　【プログラム】

日程 行事 時間 会場

8 月 21 日（日）

海上パレード 9：00 ～ 9：30 大島海峡

舟こぎ競争大会 9：30 ～ 12：00 漁協船溜り

コロナを乗り越えよう！花火大会 20：00 ～ 21：00 大島海峡

学
がっこう

校における「いじめ」や家
か て い な い

庭内における児
じ ど う

童虐
ぎゃくたい

待等
とう

の事
じ あ ん

案は、依
い ぜ ん

然として数
かずおお

多く発
はっせい

生していることから、

これらの子
こ

どもをめぐる様
さまざま

々な人
じんけん

権問
もんだい

題の解
かいけつ

決を図
はか

るための人
じんけん

権相
そうだん

談活
かつどう

動を強
きょうか

化することを目
もくてき

的として、

下
か き

記のとおり専
せんよう

用相
そうだん

談電
でん

話
わ

「子
こ

どもの人
じんけん

権 110 番
ばん

」強
きょう

化
か

週
しゅうかん

間を実
じ っ し

施します。

相
そうだん

談内
ないよう

容は、いじめ、体
たいばつ

罰、虐
ぎゃく

待
たい

など内
ないよう

容は問
と

いません。

相
そうだん

談には法
ほう

務
む

局
きょく

職
しょく

員
いん

または人
じんけん

権擁
よう

護
ご

委
い

員
いん

が応
おう

じ、秘
ひ

密
みつ

は厳
げん

守
しゅ

されます。

■日
にち

時
じ

　8 月
がつ

26 日
にち

（金
きん

）～ 9 月
がつ

1 日
にち

（木
もく

）平
へいじつ

日 8：30 ～ 19：00、土
ど

・日
にち

10：00 ～ 17：00

■実
じっ

施
し

機
き

関
かん

　鹿
か

児
ご

島
しま

地
ち

方
ほう

法
ほう

務
む

局
きょく

・鹿
か

児
ご

島
しま

県
けん

人
じん

権
けん

擁
よう

護
ご

委
い

員
いん

連
れん

合
ごう

会
かい

■電
でん

話
わ

番
ばん

号
ごう

　子
こ

どもの人
じん

権
けん

110 番
ばん

　☎ 0120 － 007 － 110（全
ぜんこく

国 共
きょう

通
つう

・無
む

料
りょう

）

全
ぜ ん こ く い っ せ い

国一斉「子
こ

どもの人
じ ん け ん

権 110 番
ば ん

」強
きょう

化
か

週
しゅう

間
か ん

のお知
し

らせ
■お問

とい

合
あ

わせ先
さき

　 町
ちょう

民
みん

生
せいかつ

活課
か

戸
こ

籍
せき

住
じゅう

民
みん

係
かかり

　☎ 0997 － 72 － 1060

医療機関名  瀬戸内町へき地診療所　古仁屋瀬久井西１３－２

接種日時  ８月５日（金）・８月２６日（金）１４：００～１６：００

接種対象者  １２歳以上

費用  無料

ワクチンの種類  ファイザー社（通常、３週間で２回接種）

予約  瀬戸内町コールセンター　0997-72-3001（平日９時～１７時）

コロナワクチン接種を希望される方は、コールセンター（72-3001）までご連絡ください。

新型コロナワクチン（1・2回目）未接種の方へお知らせ

※　希望者が一定人数集まらない場合は、日程を変更することがあります。
※　日程の都合が合わない方は、コールセンターまでご相談ください。
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司
法
書
士
に
よ
る
法
律
相
談
会

（
無
料
）
の
ご
案
内

　■お問合わせ先　 瀬戸内町商工会青年部（木村司法書士事務所）　☎ 0997 － 72 － 3672

瀬
戸
内
町
商
工
会
青
年
部
主
催

の
、
司
法
書
士
に
よ
る
法
律
相

談
会
(
無
料
)
を
左
記
の
と
お

り
開
催
し
ま
す
。

事
前
に
予
約
さ
れ
る
と
、
優
先

的
に
ご
相
談
い
た
だ
け
ま
す
。

た
と
え
ば
、
相
続
や
遺ゆ

い

言ご
ん

に
つ

い
て
、
不
動
産
の
名
義
変
更
に

つ
い
て
、
老
後
の
資
産
管
理
、

成
年
後
見
制
度
っ
て
何
？ 

会
社

を
作
り
た
い
。
な
ど
な
ど
、
様
々

な
お
悩
み
も
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

■
相
談
日
時

8
月
18
日
㈭

10
時
˜
13
時

■
相
談
会
場

き
ゅ
ら
島
交
流
館　

2
階
更
衣
室
(
和
室
)

※
正
式
な
依
頼
に
至
っ
た
段
階

で
、
費
用
が
発
生
し
ま
す
。

■お問合わせ先　 社会教育課生涯学習係　☎ 0997 － 72 － 2905 ８
月
は
「
人
権
同
和
問
題

啓
発
強
調
月
間
」
で
す

「
人
権
」
は
、
す
べ
て
の

人
が
生
ま
れ
な
が
ら
に

持
っ
て
い
る
、
人
間
が

人
間
ら
し
く
生
き
て
い

く
た
め
の
、
誰
か
ら
も

侵
さ
れ
な
い
基
本
的
な

権
利
で
あ
り
、
ま
た
、

個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
、

安
全
で
安
心
し
て
生
活

を
送
る
た
め
に
欠
く
こ

と
の
で
き
な
い
権
利
で

す
。

全
て
の
人
の
人
権
が
尊

重
さ
れ
る
社
会
づ
く
り

の
た
め
に
は
、
私
た
ち

一
人
ひ
と
り
が
、
自
分

の
人
権
だ
け
で
は
な
く
、

他
人
の
人
権
に
つ
い
て

も
正
し
く
理
解
し
、
一

人
ひ
と
り
の
多
様
性
を

認
め
合
う
こ
と
が
大
切

で
す
。

こ
の
機
会
に
、
あ
な
た

の
身
近
な
こ
と
か
ら
人

権
に
つ
い
て
考
え
、
そ

し
て
行
動
し
ま
し
ょ
う
。

県
議
会
で
は
、
県
議
会
議
員
が

地
域
に
出
向
き
、
県
民
と
諸
課

題
な
ど
に
つ
い
て
意
見
交
換
を

行
う
「
あ
な
た
の
そ
ば
で
県
議

会
」(
大
島
地
域
)
を
開
催
し
ま

す
。(
入
場
無
料
)

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
状
況
等
に
よ
り
延
期
さ
せ
て

い
た
だ
く
場
合
も
あ
り
ま
す
。

参
加
時
は
、
マ
ス
ク
の
着
用
を

お
願
い
し
ま
す
。

■
日
時

８
月
27
日
㈯

13
時
˜
15
時

■
場
所

和
泊
町
(
防
災
拠
点
施
設
)

や
す
ら
ぎ
館

■
対
象
者

大
島
地
域
の
方
々
(
瀬
戸
内
町
、

和
泊
町
、
知
名
町
、
奄
美
市
、

大
和
村
、
宇
検
村
、
龍
郷
町
、

喜
界
町
、
徳
之
島
町
、
天
城
町
、

伊
仙
町
、
与
論
町
)
な
ど

■
テ
ー
マ

「
あ
な
た
の
考
え
る
大
島
地
域
の

振
興
策
」

「
あ
な
た
の
そ
ば
で
県
議
会
」

（
大
島
地
域
）
の
開
催
に
つ
い
て

　■お問合わせ先　 鹿児島県議会事務局総務課　☎ 099 － 286 － 5013
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  FAX 099 － 286 － 5655

■お問合わせ先　 税務課収納係　☎ 0997 － 72 － 1117

８
月
は
「
鹿
児
島
県
下

一
斉
国
保
税
滞
納
整
理

強
化
月
間
」
で
す
。
本

町
で
は
、
こ
の
強
化
月

間
に
合
わ
せ
て
次
の
取

組
を
行
い
ま
す
。

①
夜
間
納
税
受
付
・
納

税
相
談
(
毎
週
水
曜
日

17
時
30
分
˜
19
時
)

②
広
報
車
に
よ
る
広
報

③
夜
間
特
別
徴
収

国
保
税
は
、
国
保
制
度

を
支
え
る
貴
重
な
財
源

で
す
の
で
、
納
期
内
納

付
へ
の
ご
理
解
・
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
口
座
振
替
に
し
て
み

ま
せ
ん
か
！

納
期
限
日
に
指
定
の
預

貯
金
口
座
か
ら
自
動
的

に
振
替
が
で
き
ま
す
。

納
付
忘
れ
や
納
付
の
た

め
に
わ
ざ
わ
ざ
金
融
機

関
等
へ
出
か
け
る
手
間

を
省
く
こ
と
が
で
き
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
活
用

く
だ
さ
い
。

８
月
は
国
保
税
の
滞
納
整
理
強
化
期
間
で
す

■
滞
納
す
る
と
…

国
保
税
が
未
納
に
な
っ
て

お
り
、
再
三
の
警
告
に
も

応
じ
て
い
た
だ
け
な
い
場

合
は
、
国
保
税
の
負
担
の

公
平
性
を
確
保
す
る
観
点

か
ら
、
財
産
の
差
押
え
等

の
滞
納
処
分
を
行
う
場
合

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
特

別
な
理
由
が
な
く
滞
納
が

続
く
と
、
通
常
の
保
険
証

よ
り
も
有
効
期
限
の
短
い

短
期
被
保
険
者
証
の
発
行

や
医
療
機
関
で
の
受
診
の

際
に
一
時
的
に
窓
口
で
全

額
自
己
負
担
(
10
割
負
担
)

し
て
い
た
だ
く
被
保
険
者

資
格
証
明
書
が
交
付
さ
れ

ま
す
。

■
納
付
が
困
難
な
場
合
は

お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

災
害
、
失
業
、
病
気
な
ど

の
や
む
を
得
な
い
事
情
で

国
保
税
を
納
期
限
ま
で
に

納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
は
、
お
早
め
に
税
務

課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。



☑Information｜August

7　　広報せとうち　August  2022 広報せとうち　August  2022　　6

「自衛官応募ナビ」で検索 

防衛省 自衛隊鹿児島地方協力本部

自 衛 官 候 補 生

令和４年度令和４年度

防衛省 自衛隊鹿児島地方協力本部
奄美大島駐在員事務所 ☎５３－９１０３

平和を創る人が、そばにいる。

平和を、仕事にする。

国家を守る、公務員。

試験区分 第３回自衛官候補生採用試験

試 験 日

○筆記試験（Ｗｅｂ）：９月１７日（土）または１８日（日）
○口述検査、身体検査：９月２０日（火）～２３日（金祝）の指定
する日

※筆記試験については、Ｗｅｂ試験を導入しております。
細部はお問い合わせください。

場 所 鹿児島県大島支庁、奄美駐屯地

受付期間 月１日（金）～ ９月５日（月）

応募資格 採用予定月の１日現在、１８歳以上３３歳未満（男・女）

試験区分 第２回一般曹候補生 航空学生

次試験
（筆記試験）

９月１８日（日）
※筆記試験についてはＷｅｂ
試験を導入しております。
細部はお問い合わせください

９月１９日（月祝）

場 所 鹿児島県大島支庁

受付期間 ７月１日（金）～９月５日（月） ７月１日（金）～９月８日（木）

応募資格
採用予定月の１日現在、
１８歳以上３３歳未満

海上：１８歳以上２３歳未満
航空：１８歳以上２１歳未満

一般曹候補生
平和を創る仕事を、一生のものにする。

航空学生
大空を舞台に活躍する夢が叶う。

販
売
サ
イ
ト
等
で
「
1

回
目
90
％
Ｏ
Ｆ
Ｆ
」「
初

回
実
質
0
円
(
送
料
の

み
)」
な
ど
通
常
価
格
よ

り
低
価
格
で
購
入
で
き

る
こ
と
を
広
告
す
る
一

方
で
、
定
期
購
入
が
条

件
と
な
っ
て
い
る
健
康

食
品
、
化
粧
品
、
飲
料

の
通
信
販
売
に
関
す
る

相
談
が
全
国
の
消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
等
に
引
き

続
き
多
く
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。

本
年
6
月
1
日
に
、「
詐

欺
的
な
定
期
購
入
商
法
」

の
規
制
が
強
化
さ
れ
た

改
正
特
定
商
取
引
法
が

施
行
さ
れ
、
販
売
業
者

等
は
、
取
引
に
お
け
る

基
本
的
な
事
項
を
最
終

確
認
画
面
等
で
明
確
に

表
示
す
る
こ
と
が
義
務

付
け
ら
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
販
売
業
者
等
の
誤

認
さ
せ
る
よ
う
な
表
示

等
に
よ
り
、
誤
認
し
て

申
込
み
を
し
た
消
費
者

は
、
申
込
み
の
意
思
表

示
を
取
り
消
す
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

■
消
費
者
へ
の
ア
ド
バ

イ
ス
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
通
販
中
心
）

低
価
格
を
強
調
す
る
広

告
の
場
合
は
、
注
文
す

る
前
に
販
売
サ
イ
ト
や

「
最
終
確
認
画
面
」
の

表
示
を
よ
く
確
認
し
ま

し
ょ
う
。

□
定
期
購
入
が
条
件
に

な
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

□
継
続
期
間
や
購
入
回

数
が
決
め
ら
れ
て
い
ま

せ
ん
か
？

□
支
払
う
こ
と
に
な

る
総
額
は
い
く
ら
で
す

か
？

□
解
約
の
際
の
連
絡

手
段
を
確
認
し
ま
し
た

か
？

「
お
ト
ク
に
お
試
し
だ
け
」
の
つ
も
り
が
「
定
期
購
入
」
に
!?

「
詐
欺
的
な
定
期
購
入
商
法
」
の
規
制
が
強
化
さ
れ
た

  
改
正
特
定
商
取
引
法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
！

■お問合わせ先　 各消費生活相談窓口
消費者ホットライン ☎ 局番なし 188　　瀬戸内町消費生活相談窓口 ☎ 0997 － 72 － 0640
鹿児島県消費生活センター ☎ 099 － 224 － 0999　　（大島消費生活相談所 ☎ 0997 － 52 － 0999） 

□
解
約
条
件
を
確
認
し

ま
し
た
か
？

□
利
用
規
約
の
内
容
を

確
認
し
ま
し
た
か
？

□
「
最
終
確
認
画
面
」

を
ス
ク
リ
ー
ン
シ
ョ
ッ

ト
で
保
存
し
ま
し
た

か
？
(
契
約
を
取
り
消

す
際
の
証
拠
に
な
り
ま

す
。)

■
未
成
年
者
の
場
合

□
販
売
サ
イ
ト
に
「
法

定
代
理
人
の
同
意
を
得

て
い
る
」
の
チ
ェ
ッ
ク

欄
が
あ
っ
た
際
は
、
同

意
を
得
て
チ
ェ
ッ
ク
を

入
れ
て
い
ま
す
か
？

□
年
齢
や
生
年
月
日
を

成
人
で
あ
る
と
偽
ら
ず
、

正
確
に
入
力
し
て
い
ま

す
か
？

『
お
か
し
い
な
』『
困
っ

た
な
』
と
思
っ
た
ら
一

人
で
悩
ま
ず
、
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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■お問合わせ先　 町民生活課国民年金係　☎ 0997 ー 72 － 1060 

令和 4年度も、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響による
国民年金保険料の臨時特例免除申請ができます。

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和 2 年 2 月以降に収入が減少した場合は、令和 4 年度
（令和 4 年 7 月～令和 5 年 6 月）においても同様に申請ができます。

１．対象となる方
臨時特例による国民年金保険料の免除・納付猶予および学生納付特例申請は、以下の（1）および（2）
をいずれも満たした方が対象になります。

（1）令和 2 年 2 月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
（2）令和 2 年 2 月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の
　　免除等に該当する水準になることが見込まれること
※当年中の所得見込額が一部免除基準相当に該当する場合は、それぞれの基準に相当する一部免除が適用
　になります。
※免除等の判定においては、世帯主および配偶者（納付猶予は配偶者のみ）も審査の対象となります。

２．対象期間
令和 2 年 2 月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月から２年１か月
前（すでに保険料が納付済の月を除く）までとなります。

■免除・納付猶予　　　　　　　　　　　　　　　　　■学生納付特例
　令和 2 年度分（令和 2 年 7 月～令和 3 年 6 月）　　　令和 2 年度分（令和 2 年 4 月～令和 3 年 3 月）
　令和 3 年度分（令和 3 年 7 月～令和 4 年 6 月）　　　令和 3 年度分（令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月）
　令和 4 年度分（令和 4 年 7 月～令和 5 年 6 月）　　　令和 4 年度分（令和 4 年 4 月～令和 5 年 3 月）

３．申請先
　町役場町民生活課国民年金係、日本年金機構奄美大島年金事務所

年金に
ついての
お知らせ

　■お問合わせ先　 農林課農政係　☎ 0997 － 72 － 1174 新
鮮
野
菜
！

は
る
市
開
催
の
お
知
ら
せ

地
産
地
消
運
動
の
取
組
に

つ
い
て
（
朝
市
の
開
催
！
）

　■お問合わせ先　 農林課農政係　☎ 0997 － 72 － 1174
大
島
地
域
で
は
、
毎
月
第
3
土
曜
日

を
「
大
島
活
き
活
き
食
の
日
」
と
定
め
、

健
康
で
豊
か
な
食
生
活
の
推
進
や
地

元
食
材
の
利
用
促
進
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

瀬
戸
内
町
内
で
生
産
さ
れ
た
旬
の
農

林
水
産
物
を
味
わ
い
、
シ
マ
な
ら
で
は

の
豊
か
な
食
材
を
活
用
し
、
家
族
み

ん
な
で
食
卓
を
囲
み
ま
せ
ん
か
？
ま

た
、
地
産
地
消
活
動
の
一
環
と
し
て
、

毎
月
第
3
土
曜
日
の
朝
8
時
30
分
か

ら
海
の
駅
1
階
フ
ロ
ア
に
お
き
ま
し

て
「
朝
市
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
の
で
、

町
民
の
皆
さ
ま
多
数
の
お
越
し
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
！

■
運
営
主
体

海
の
駅
朝
市
協
議
会

(
代
表　

倉
田
)

※
売
り
切
れ
次
第
終
了
予
定
と
な
り

ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
出
店
者
も
募
集
し
て
い
ま
す
。

地
元
の
生
産
者
と
ふ
れ
あ

う
直
売
イ
ベ
ン
ト
「
は
る

市
」
を
開
催
し
ま
す
の
で
、

皆
さ
ま
の
お
越
し
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

新
鮮
な
野
菜
な
ど
を
ぜ
ひ

お
買
い
求
め
く
だ
さ
い
！

■
日
時

毎
月
第
１
日
曜
日

10
時
˜
12
時

■
場
所

海
の
駅
1
階
フ
ロ
ア

■
運
営
主
体

瀬
戸
内
町
Ｃ
Ｓ
Ａ
協
議
会

(
泰
山
)

※
売
り
切
れ
次
第
終
了
予

定
と
な
り
ま
す
の
で
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

※
出
店
者
も
募
集
し
て
い

ま
す
。
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■お問合わせ先　 農林課営農畜産係　☎ 0997 － 72 － 1174
　　　　　　　　 ＪＡあまみ大島事業本部瀬戸内支所　☎ 0997 － 72 － 1141
　　　　　　　　 ＪＡあまみ大島事業本部　☎ 0997 － 53 － 3000

農業用廃プラスチック類回収のお知らせ
令和４年度（第１回目）の廃プラスチック類回収は、下記のとおりです。
回収日には必ず印鑑をご持参ください。

■注意事項
　①搬入の際、分別や梱包が適切でない場合は、そのまま持ち帰っていただくか、またはその場で分別、
　　梱包をやり直していただきます。
　②土や砂など付着物をできるだけ除去し、異物が混入しないようお願いします。（水、土、砂などを
　　きれいに落とすことで重量が減り、料金の軽減につながります。）
　③農薬空容器については、ラベル・キャップが付いたままの状態、袋の中で混ざっている状態、容器を
　　きれいに洗浄していない場合は、引き取ることができませんのでご注意ください。（キャップと容器
　　は別々に透明の袋に入れる）
■基本的な結束方法
　ビニール、ポリ、シート、あみ類その他プラスチック類はすべてつづら折り（長さ 80 ㎝、幅 30 ㎝）
　で 2 か所結束をお願いします。
■日時・場所
　8 月 16 日（火）9：00 ～ 12：00　加計呂麻地区（ＪＡあまみきび酢工場）
　　　〃　　　    13：00 ～ 16：00　加計呂麻地区（生間待合所）
　8 月 18 日（木）9：00 ～ 16：00　本島地区（ＪＡあまみ大島事業本部瀬戸内支所（選果場））
■料金
　60 円 ／ kg
■回収種類
　①塩化ビニール（ビニールハウス等で使用、透明）
　②農ポリ（ビニールハウス、マルチ、トンネル等で使用、ゴミ袋のような素材もある）
　③その他（堆肥袋、ハウスバンド、ビニール紐、ネット、不織布）
　④農薬容器

※農家の皆さんが排出する使用済み農業用廃プラスチックは産業廃棄物であり、使用者自らの責任で、
　適正処理することが義務付けられています。
※自分の農地や家で焼いたり、埋めたり、山林などに捨てることは、法律によって禁止されています。
　（1）野焼きをした者：5 年以下の懲役もしくは 1,000 万円以下の罰金、またはこれを併科
　（2）不法投棄をした者：5 年以下の懲役もしくは 1,000 万円以下の罰金、またはこれを併科
　（法人に対しては 3 億円以下の罰金）

巡回相談のお知らせ名瀬にある大島児童相談所から専門の職員の方がみえて、

相談にのってくれます。悩んでいる方はこの機会にお話ししてみませんか？

予約制になっています。予約希望の方は、9 月 22 日（木）までに下記までご連絡ください。

■日時
10 月 26 日（水）10：00 ～ 16：00

10 月 27 日（木）10：00 ～ 16：00

■場所
瀬戸内町役場 4 階委員会室

■連絡先
瀬戸内町役場保健福祉課

保健福祉係　担当：津留

☎ 0997 － 72 － 1068（内線 208）　FAX 0997 － 72 － 1120
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令和４年度 瀬戸内町職員採用試験案内

区分 職種
採用
予定

受験資格 年齢

行政職

一般事務 A

若

干

名

昭和 62 年 4 月 2 日から平成 17 年 4 月 1 日までに生まれた者
18 歳～

35 歳
土木
建築

一般事務 B

（身体障がい者対象）

昭和 62 年 4 月 2 日から平成 17 年 4 月 1 日までに生まれた者

※身体障害者手帳（1 級～ 6 級）の交付を受けている者（第 1

次試験日までに交付見込みの者を含む）

18 歳～

35 歳

保育士

昭和 62 年 4 月 2 日以後生まれた者で、保育士及び幼稚園教諭

の資格を有する者又は令和 5 年 3 月 31 日までに取得見込みの

者

35 歳まで

社会福祉士
昭和 52 年 4 月 2 日以後生まれた者で、社会福祉士の資格を有

する者又は令和 5 年 3 月 31 日までに取得見込みの者
45 歳まで

医療職

保健師
昭和 52 年 4 月 2 日以後生まれた者で、保健師の資格を有する

者又は令和 5 年 3 月 31 日までに取得見込みの者
45 歳まで

看護師

昭和 52 年 4 月 2 日以後生まれた者で、看護師もしくは准看護

師の資格を有する者又は令和 5 年 3 月 31 日までに取得見込み

の者

45 歳まで

海事職 船舶乗務員

昭和 52 年 4 月 2 日以後生まれた者で、海技免状（航海士もし

くは機関士）の資格を有する者又は令和 5 年 3 月 31 日までに

取得見込みの者

45 歳まで

消防職
消防士

都道府県公安委員会が交付する普通免許以上の自動車運転免許

証を所有（令和 5 年 3 月 31 日までに取得できる者を含む）し、

平成 4 年 4 月 2 日から平成 17 年 4 月 1 日までに生まれた者

で心身ともに健全な者

30 歳まで

救急救命士
平成 4 年 4 月 2 日以後生まれた者で、救急救命士の資格を有

する者又は令和 5 年 3 月 31 日までに取得見込みの者
30 歳まで

令和４年度 瀬戸内町職員採用候補者試験を次のとおり実施します。

■試験区分　採用職種、人員及び受験資格

■試験日　　　　　令和 4 年 9 月 18 日（日）午前 9 時開始（受付時間 8 時 00 分～ 8 時 40 分まで）

■試験場　　　　　瀬戸内町役場４F 委員会室

■申込受付　　　　令和 4 年 7 月 19 日（火）～令和 4 年 8 月 12 日（金）　　　　町ホームページは
■受験申込書の配布　瀬戸内町役場総務課人事行政係で配布、　　　　　　　　　　　　　こちらから
　　　　　　　　　又は瀬戸内町ホームページからダウンロードできます。

■お問合わせ先　　〒 894-1592

　　　　　　　　　鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津 23 番地

　　　　　　　　　瀬戸内町役場総務課人事行政係

　　　　　　　　　☎ 0997 － 72 － 1111（内線 117）

＼ 私たちと一緒に働きませんか？ ／
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古仁屋児童クラブ（学童）指導員（補助）を募集します
■お問合わせ・ご応募先　 古仁屋児童クラブ（古仁屋小学校敷地内）担当：福山　☎ 080 － 1742 － 7195

資格、年齢は特に問いません。

■勤務時間　平日 14：00 ～ 17：30 または 14：30 ～ 18：00、週 2 ～ 3 日程度

　　　　　　夏休み期間中（7 月 21 日～ 8 月 31 日）8：00 ～ 18：00 の間で

　　　　　　午前または午後に勤務できる方も募集しています。（週 1 ～ 2 回程度でもかまいません。）

■時給　900 円～

令和４年度　瀬戸内町会計年度任用職員
（社会福祉士・精神保健福祉士）の募集について

「令和４年度瀬戸内町会計年度任用職員」として、下記のとおり募集します。

報酬 + 各種手当

・常勤職員の給料を基に、報酬（月額・日額給）及び期末手当（2.4 月）が支給されます。
・基本給 185,600 円～ 212,400 円（職務経験年数による）
・必要に応じて時間外勤務手当・通勤手当が支給されます。
・報酬支給日は、翌月 22 日です。

勤   務   時   間 一日 7.5 時間（8：30 ～ 17：00）　※基本、月曜～金曜出勤

休　          　暇
特別休暇、病気休暇、介護休暇など、国の会計年度任用職員に認められた休暇が
付与されます。（採用後、年度内 10 日の年休あり）

分限 ・ 懲戒処分
常勤職員と同様に地方公務員法の定めによります。
（勤務実績不良、適格性の欠如、法令違反等の場合、免職や停職処分）

■応募資格　①社会福祉士・精神保健福祉士のどちらかの有資格者（原則）

　　　　　　②町税および使用料に滞納がない者（同一世帯含む）

■応募期間　随時（採用者が決定次第終了）

■申込方法　所定の申込書兼履歴書および調査承諾書を町役場保健福祉課地域支援係へ提出してください。

　　　　　　※郵送可

　　　　　　（申込書兼履歴書等は役場総務課で直接配布または町ホームページからダウンロードできます。）

■採用方法　書類選考および必要に応じて面接選考で実施。※面接の実施日は追って応募者に連絡します。

■募集人員　若干名

■任用期間　採用日～令和 5 年 3 月 31 日まで

■お問合わせおよび応募書類提出先
　〒 894-1592　瀬戸内町古仁屋船津 23 番地　瀬戸内町役場保健福祉課地域支援係

　☎ 0997 － 72 － 1153　FAX 0997 － 72 － 1120

県立吹上高等技術専門校入校生の募集について
吹上高等技術専門校は、職業能力開発促進法に基づいて設置されている県立の職業能力開発校です。

令和 5 年度の入校生を募集します。

■募集科目　自動車工学科（20 人）・機械整備科（10 人）・金属加工科（20 人）

■訓練期間　自動車工学科・金属加工科：2 年、機械整備科：1 年

■試験日程　10 月に推薦選考試験、11 月から 3 月まで月 1 回一般選考試験を実施

　　　　　　最終締切日は令和 5 年 2 月 27 日（月）※定員になり次第締め切ります。

■応募資格　自動車工学科および機械整備科は高等学校卒業もしくは同等以上の学力を有すると認められる方

　　　　　　金属加工科は義務教育修了もしくは同等以上の学力を有すると認められる方

■選考方法　筆記試験および面接

■お問合わせ先　 鹿児島県立吹上高等技術専門校訓練課　階元（かいもと）
〒 899-3302　鹿児島県日置市吹上町中之里 1717　☎ 099 － 296 － 2050
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■お問合わせ先　財産管理課地籍調査係　☎ 0997 － 72 － 1196
令
和
4
年
度
の
地
籍
調
査
地

区
で
、
表
中
の
登
記
名
義
人

お
よ
び
相
続
人
等
の
消
息
が

不
明
な
た
め
、
広
く
情
報
提

供
を
求
め
ま
す
。

関
係
者
の
消
息
情
報
を
お

持
ち
の
方
は
些
細
な
事
で

も
構
い
ま
せ
ん
の
で
ご
連

絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

登
記
名
義
人
お
よ
び
相
続
人
等
の
情
報
提
供

農
地
を
転
用
す
る
と
き
は
、

農
地
法
の
許
可
が
必
要
で
す

瀬
戸
内
町
農
業
委
員
会

で
は
、
農
地
法
第
30
条

の
規
定
に
基
づ
き
毎
年

１
回
、
町
内
の
農
地
の

利
用
状
況
に
つ
い
て
調

査
を
行
う
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。

今
年
度
も
瀬
戸
内
町
全

域
の
農
地
の
利
用
状
況

に
つ
い
て
、
左
記
の
要

領
に
よ
り
調
査
を
計
画

し
て
い
ま
す
の
で
、
町

民
の
皆
様
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

■
実
施
時
期
・
方
法

令
和
4
年
8
月
˜
10
月

町
内
を
５
地
区
に
分
け

て
調
査
を
行
う
予
定
で

す
。
詳
細
(
日
時
等
)

に
つ
い
て
は
、
各
嘱
託

員
へ
ご
連
絡
し
ま
す
の

で
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

①
西
方
地
区

②
東
方
・
山
郷
地
区

③
請
島
・
与
路
島
地
区

④
鎮
西
地
区

⑤
実
久
地
区

■
実
施
内
容

①
遊
休
農
地
や
違
反
転
用

の
把
握

字
図
、
農
地
台
帳
等
に
よ

り
確
認
し
、
現
況
に
つ
い

て
地
区
の
現
地
調
査
や
聞

き
取
り
調
査
の
実
施

②
そ
の
他
営
農
状
況
の
把
握

現
在
の
取
組
状
況
と
課
題

に
つ
い
て
聞
き
取
り
調
査

の
実
施

※
遊
休
農
地
の
所
有
者
に

対
す
る
指
導
、
通
知
、
公
告
、

勧
告
ま
で
の
手
続
き
は
農

業
委
員
会
が
一
貫
し
て
行

い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

　■お問合わせ先　 農業委員会事務局　☎ 0997 － 72 － 1119

　■お問合わせ先　 農業委員会事務局　☎ 0997 － 72 － 1119

農
地
を
農
地
以
外

の
目
的
に
転
用
す

る
こ
と
を
「
農
地

転
用
」
と
い
い
、

農
地
転
用
す
る
場

合
は
農
地
法
の
許

可
が
必
要
で
す
。

■
農
地
以
外
の
例

住
宅
・
工
場
等
の

建
物
敷
地
、
資
材

置
場
、
駐
車
場
、

水
路
、
山
林

個
人
で
所
有
・
管

理
し
て
い
る
農
地

に
お
い
て
も
、
農

地
転
用
許
可
が
必

要
で
す
。

こ
の
許
可
制
度

は
、
食
料
の
安
定

供
給
の
基
盤
で
あ

る
優
良
農
地
の
確

保
と
農
業
以
外
の

土
地
利
用
と
の
調

整
を
図
り
、
農
地

転
用
を
農
業
上
の

利
用
に
支
障
が
少

な
い
農
地
に
誘
導

す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
設
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

許
可
を
受
け
ず
に

転
用
し
た
り
、
許

可
を
受
け
た
と
お

り
に
転
用
を
し
な

か
っ
た
場
合
は
、

工
事
の
中
止
や

原
状
回
復
等
の
命

令
、
罰
則
と
し
て

3
年
以
下
の
懲
役

ま
た
は
３
０
０
万

円
以
下
の
罰
金
が

科
せ
ら
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

町
内
の
農
地
お
よ

び
農
地
転
用
に
関

す
る
手
続
き
や
違

反
転
用
の
通
報
な

ど
に
関
し
て
、
ご

不
明
な
点
が
あ
り

ま
し
た
ら
農
業
委

員
会
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

令
和
４
年
度
農
地
の
利
用
状
況
調
査
を
実
施
し
ま
す
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 　■お問合わせ先　 ゆいの島どうぶつ病院瀬戸内病院　☎ 0997 － 73 － 7100

2 日（火）、9 日（火）、16 日（火）、20 日（土）、23 日（火）、30 日（火）
9：00 ～ 12：00、13：30 ～ 18：00　※予約制
8 月と 9 月は健康診断キャンペーン実施！

ゆいの島どうぶつ病院瀬戸内病院　８月の診療日のお知らせ
ゆいの島どうぶつ病院

瀬戸内病院 HP
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■お問合わせ先　 保健福祉課保険給付係　☎ 0997 － 72 － 1068

後期高齢者医療被保険者証の切替について
現在、『後期高齢者医療被保険者証』の切替（古仁屋市街地の方は郵送、古仁屋市街地以外の方は各嘱託員にて）

を行っているところですが、今年度は窓口負担割合の一部変更が行われるため、保険証の切替を 10 月にも行

います。（窓口負担割合の変更のない方も含め、すべての後期高齢者医療被保険者が保険証切替の対象です。）

■切替方法
9 月下旬に全被保険者の方に新しい保険証を郵送します。

■保険証の使用できる期間と色
① 7 月 31 日まで→エンジ色の保険証

② 8 月 1 日～ 9 月 30 日まで→青色の保険証

③ 10 月 1 日～令和 5 年 7 月 31 日まで→緑色の保険証

■注意事項　　　　　　　　　　 ①　　　　　　　　　　②　　　　　　　　　　　③

有効期限の切れた保険証を

返却する必要はありません。

保険料の滞納がある方は

切替ができません。

早めの完納をお願いします。

 ご注意ください︕
 ■厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、
　通帳等をお預かりすることは、絶対にありません。
 ■ ATM の操作をお願いすることは、絶対にありません。

➡ ➡

■お問合わせ先　 県立大島病院経営課（平日 8：30 ～ 17：00）☎ 0997 － 52 － 3611（内線 3912、3474）
　　　　　　　　 県立大島病院救命救急センター（上記以外）　☎ 0997 － 52 － 3611（内線 2851）

初診時・再診時の選定療養費の改定等について
令和４年４月の診療報酬等改定により、初診時・再診時の選定療養費が改定されます。
県立大島病院では初診時選定療養費（特定初診料）および再診時選定療養費の変更ならびに徴収が義務付け
られておりますので、下記のとおり初診時・再診時選定療養費を設定しました。
ご不明な点につきましては、県立大島病院までお問合わせください。

■実施日　令和４年 10 月１日から
■初診時選定療養費（特定初診料）※税込み
　【変更後】医科：7,000円、歯科：5,000円　　【変更前】医科：5,000 円、歯科：3,000 円
■再診時選定療養費 ※税込み
   ※県立大島病院から他の医療機関に紹介後、患者さんの判断で、引き続き県立大島病院を受診される
　   場合に徴収いたします。
　【変更後】医科：3,000円、歯科：1,900円　　【変更前】医科：2,500 円、歯科：1,500 円
　なお、次の場合は徴収の対象外になります。（一部例示）
　【初診の場合】
　（1）紹介状を持参する場合　（2）県立大島病院通院中で、院内紹介されて新たな診療科を受診する場合
　（3）救急車やドクターヘリの搬送により来院した場合
　　　（搬送以外で、救命救急センターを受診された方は対象となります。）
　（4）労働災害、公務災害、交通事故および予防接種の場合　（5）外来受診後そのまま入院となった場合
　（6）公費負担医療制度を利用している場合　（7）その他、医療機関が直接受診する必要性を認めた場合
　【再診の場合】
　（1）救急車やドクターヘリの搬送により来院した場合
　　　（搬送以外で、救命救急センターを受診された方は対象となります。）
　（2）労働災害、公務災害、交通事故および予防接種の場合
　（3）外来受診後そのまま入院となった場合
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■ 2022 年度以降、団塊の世代が 75 歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
■後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約 4 割は現役世代（子や孫）の負担（支援金）
　となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
■今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

見直しの背景

窓口負担が 2 割となる方には
負担を抑える

配慮措置があります

■ 2022 年 10 月１日の施行後 3 年
間（2025 年９月 30 日まで）は、2
割負担となる方について、１か月の
外来医療の窓口負担割合の引き上げ
に伴う負担増加額を 3,000 円までに
抑えます ( 入院の医療費は対象外 )。
※同一の医療機関での受診について
は、上限額以上窓口で支払わなくてよ
い取扱い。そうでない場合では、１か
月の負担増を 3,000 円までに抑えるた
めの差額を払い戻し。
■配慮措置の適用で払い戻しとなる
方は、高額療養費として、事前に登
録されている高額療養費の口座へ後
日払い戻します。

詳細につきましては、町ホーム
ページにてご確認いただけます。
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一緒に鹿児島大会を盛り上げよう！

ツイッター フェイスブック

第12回全共 全共鹿児島大会
大会ホームページ
https://zenkyo-kagoshima.com/

大会ホームページ・フェイスブック・ツイッターにて，
大会開催取組状況を発信しています！QRコード等からアクセスして下さい！

消
防
法
に
よ
り
、
防
火
対

象
物
(
事
業
所
や
学
校
な

ど
、
個
人
の
住
居
以
外
の

建
物
)
の
関
係
者
は
、
消

防
設
備
等
に
つ
い
て
定
期

的
に
点
検
を
行
い
、
そ
の

結
果
を
消
防
長
ま
た
は
消

防
署
長
に
報
告
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。(
瀬
戸
内

町
内
の
建
物
に
つ
い
て
は
、

瀬
戸
内
消
防
分
署
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。)

■
報
告
の
期
間

①
特
定
用
途
防
火
対
象
物

(
飲
食
店
や
宿
泊
施
設
な

ど
、
不
特
定
多
数
の
者
が

出
入
り
す
る
建
物
)

⇩
1
年
に
1
回

②
非
特
定
用
途
防
火
対
象

物
(
事
務
所
や
学
校
、
工

場
な
ど
、
特
定
の
者
が
出

入
り
す
る
建
物
)

⇩
3
年
に
1
回

■
点
検
実
施
者

消
防
設
備
士
ま
た
は
消
防

設
備
点
検
資
格
者
も
し
く

は
建
物
の
関
係
者
。
た
だ

し
、
左
記
①
、
②
の
建
物

は
消
防
設
備
士
ま
た
は
消

防
設
備
点
検
資
格
者
が
点

検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

①
延
面
積
が
１
,
０
０
０

㎡
を
超
え
る
特
定
用
途
防

火
対
象
物

②
3
階
以
上
に
特
定
用
途

が
あ
り
、
か
つ
階
段
が
屋

内
に
一
か
所
の
み
の
防
火

対
象
物

※
①
、
②
に
該
当
し
な
い

場
合
で
あ
っ
て
も
、
次
で

紹
介
す
る
ア
プ
リ
に
て
点

検
で
き
な
い
消
防
設
備
に

つ
い
て
は
、
ご
自
身
で
点

検
す
る
こ
と
が
難
し
い
た

め
、
消
防
設
備
士
等
へ
の

依
頼
を
推
奨
し
ま
す
。

■
消
防
用
設
備
等
点
検
ア
プ
リ

総
務
省
消
防
庁
が
運
用
し

て
い
る
ア
プ
リ
で
す
。
小

規
模
な
宿
泊
施
設
、
共
同

住
宅
、
飲
食
店
等
に
設
置

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
、

消
防
設
備
等
点
検
結
果
報
告
書
の
提
出
を
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

　■お問合わせ先　 瀬戸内消防分署予防係　☎ 0997 － 72 － 1190

左
記
①
˜
④
の
消
防
設
備

に
つ
い
て
、
建
物
の
関
係

者
が
ご
自
身
で
点
検
と
報

告
書
の
作
成
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
支
援
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
運

用
さ
れ
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iOS 端末を
ご利用の方

アプリはこちらから
Android 端末を

ご利用の方

全国一斉『遺言・相続』相談会～市民とともに 150 年、相続登記は司法書士へ～
司法書士制度 150 周年を記念して、司法書士による『遺言・相続』に関する無料相談会が開催されます。

■日時　8 月 7 日（日）10：00 ～ 16：00 まで

■フリーダイヤル　☎ 0120 － 33 － 9279　にて先着順で受け付けます。予約は不要です。

■お問合わせ先　鹿児島県司法書士会　☎ 099 － 256 － 0335

一緒に鹿児島大会を盛り上げよう！

ツイッター フェイスブック

第12回全共 全共鹿児島大会
大会ホームページ
https://zenkyo-kagoshima.com/

大会ホームページ・フェイスブック・ツイッターにて，
大会開催取組状況を発信しています！QRコード等からアクセスして下さい！

※ＱＲコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
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子どもたちを想像力の世界へ導く科学実験教室

■テーマ・日時
【第 1 回】体感演示実験「空気のちから」8 月 27 日（土）10：00 ～ 12：00（受付開始 9：45）

【第 2 回】体験実験「光の不思議－偏光」8 月 27 日（土）13：30 ～ 16：00（受付開始 13：15）

【第 3 回】体験実験「音の不思議を体験しよう」8 月 28 日（日）9：30 ～ 12：00（受付開始 9：15）

【第 4 回】体験実験「電池を作ってみよう」8 月 28 日（日）13：30 ～ 16：00（受付開始 13：15）

■場所　瀬戸内町立古仁屋中学校（瀬戸内町古仁屋 842-8）

■対象　小学生ならびに中学生とその保護者　　　　　　　　　　　　　　　　お申込みはこちらから
■定員　【第 1 回】80 名、【第 2 ～ 4 回】各 40 名　　■参加費　無料

■主催　特定非営利活動法人なにわ考房

　　　　☎ 070 － 2633 － 0964　E-mail：naniwakoubou@gmail.com
■後援　瀬戸内町教育委員会　☎ 0997 － 72 － 0113

独立行政法人 国立青少年教育振興機構「子どもゆめ基金助成活動」
体験の風をおこそう

105000 人が楽しんだ近畿大学木村名誉教授による演示＋体験科学実験です！

あらゆる現象を眼、耳、鼻、舌、食感の五感で感じて本質がわかる

まず、体験しよう！

　　◎瀬戸内町役場町民生活課
　　◎郵便局（お問合わせください）
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支給対象となる世帯（いずれかにあてはまる世帯）

住民税均等割非課税世帯等の皆さまへ

支給対象と申請の有無

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（１世帯あたり10万円）
は、住民税均等割非課税世帯や令和４年１月以降に新型コロナウイル
ス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。

給付金を受給するためには、手続きが必要です。

世帯全員の令和４年度

「住民税均等割が非課税」
の世帯

令和４年１月以降の収入が

減少し「住民税非課税相当」
の収入となった世帯(家計急変世帯)

役場から、確認書が
届きます（要返送）

※一部申請が必要な場合があります
［申請書］瀬戸内町役場ホームページから

ダウンロード。
基準日時点で、住民登録のある該当者には
瀬戸内町役場から確認書が送付されます。

申請期間：令和４年８月１日（月）
～令和４年１０月２８日（金）

申請時点で住民登録のある市区町村に
申請してください。
【申請書】瀬戸内町役場ホームページから

ダウンロード。

申請が必要です

詳しくは「I」へ 詳しくは「Ⅱ」へ

１世帯あたり10万円 役場が確認書(または申請書)を受理
した日から４週間後が目安です。

給付金の支給額 給付金の支給時期

住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金（10万円/1世帯）のご案内

受給には手続きが必要です

【令和４年６月１日以降版】
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Ⅰ-① 令和３年度住民税（均等割）が非課税の世帯

住民税非課税世帯等に対する臨時特例給付金の
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!！

令和３年度分に非課税世帯給付金を受給された方は、今回の
給付金は対象外となりますのでご注意ください。

給付金の支給手続き

お問い合わせ
内閣府住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金コールセンター

0120ｰ526ｰ145
受付時間 9:00～20:00（土日祝、12/29～1/3を除く）

瀬戸内町役場保健福祉課
｢住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金｣窓口

0997ｰ72ｰ0123・0997-72-1068
受付時間 平日9:00～16:00

Ⅱ 新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、
世帯全員が住民税非課税相当となった世帯(家計急変世帯)

 対象となる世帯には、基準日(令和４年６月１日)時点の情報を基に瀬戸内町役場から、
8月頃、給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。

 確認書の内容（支給要件、振込先等）を確認して、役場に返信してください。

 給付金を受け取るには、申請が必要です。
 申請書に必要事項を記入して、添付資料と一緒に ）

役場保健福祉課に、ご提出ください。

Ⅰ 令和４年度住民税（均等割）が非課税の世帯 ※未支給の世帯のみ

(1) 世帯の全ての方が、令和３年12月10日以前から現住所にお住まいの場合

(2) 世帯の中に、令和３年12月11日以降に転入した方がいる場合

※ 新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した
場合、不正受給（詐欺罪）に問われる場合があります。

 給付金を受け取るには、申請が必要です。

 申請書に必要事項を記入して、申請時にお住まいの市区町村に、ご提出ください。

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、
お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(＃9110)にご連絡ください。

お名前

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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令和４年

８月２７
３号

　意欲とは，いきいきと遊ぶ状態で，それは，自発性の発達とともにさかんになります。自発性は，自
分で考えて行動を選び出し，他人に頼らずに行動する力です。この力は，子どもに『自由』が与えら
れることによって発達します。
　育て方としては，子どもに『まかせる』ことを多くするわけです。
子どもに『まかせる』というのは，子どものしていることをよく見ていながら，口を出さない，手を貸さ
ないという育て方ですから，放任とは全くちがいます。
　子どものことを見ていますと，どうしても口を出したくなってしまいます。それが干渉です。また，手を
貸したくなってしまいます。それが過保護です。干渉や過保護が多ければ多いほど，子どもの自発性
の発達には圧力が加わります。そして，おとなしくてすなおな子どもになってしまいます。
　自発性が順調に発達している子どもは，決しておとなしくないし，すなおでないことがしばしばあり
ます。いたずらをしたり，反抗したりしますし，友達とけんかをしますし，おどけたりふざけたりすること
も少なくないのです。後片付けが悪かったり，忘れ物をしたりすることもあり，とてもきちっとしていま
せん。
　そうした子どもの状態に対しては，静かに『お母さんはこうした方がうれしいんだけど』と提案をしな
がら，おおらかに子どもの変化していくのを『待つ』ことで，それができれば，子どももだんだんにお
母さんやお父さんの提案を受け入れるようになるものです。おおらかな気持ちを持っているお母さん
お父さんは，子どもを叱る事が少ないのです。
　それは，『思いやり』があるから—　とも言えましょう。
『思いやり』は，子どもの立場になって考え，子どもの気持ちを汲む力です。
『思いやり』があれば，子どもを叱る気にならないものです。子どもを叱ることの多いお母さん，お父
さんは子どものために叱っている—　と言うのですが，実は，自分の
思い通りに子どもを支配したいという自分本位な気持ちが強いのです。

　～　大妻女子大学名誉教授・医学博士　平井信義　著　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『ほんの少しのやさしさを』　引用～

　色々な情報が簡単に知り得る時代になりました。逆に情報が多過ぎて
惑わされてしまう事もあるのではないでしょうか。そんな時は，経験者，
身近な先輩の話に耳を傾けたら，成功した事，失敗した事など貴重な情報が
得られるかもしれませんよ。
　子どもが，将来社会に出て困らない生き方を～と考えると，やはり『自発性』は
大事なキーワードになるのでは，と常に思います。

今月の担当者

９月のご案内
担当：教育委員会　社会教育課　岩永
　　　　　　　　　　　　　　　　☎　72-2905
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お問い合わせ：図書館℡0997-72-3799/郷土館℡0997-72-1600

『死にたがりの君に贈る物語』
綾崎 隼/著

全国的に熱狂的なファンを持つ謎に包
まれた小説家が、人気シリーズ完結を目
前に亡くなってしまう。
やがて、とある山中に小説家のファン

である男女 7 人が集まり、未完となった
作品の結末を探ろうとするのだが・・・。

『あっちもこっちもこの世はもれなく』
いとう みく/作

主人公の公太は背が低いが、仲
良しの希来里は背が高くて手足も
長い。そんなふたりがバレーボール
のジュニアクラブに入ると、希来里
は半年でスタメンに。最初からある
差は縮まらず、「これって不公平だ」
と公太は思うのだが・・・。

『爆弾』 呉 勝浩/著
『人面島』 中山 七里/著
『キャンプで淹れるおいしい珈琲』 小林 キユウ/写真
『新南島雑話の世界』 名越 護/著

『デンタウン』 中垣 ゆたか/作
『みらいのえんそく』 ジョン・ヘア/作
『アンパンマンとたけとんぼまん』 やなせ たかし/作
『宝石のひみつ図鑑』 諏訪 久子/著

★セカンドブックのおはなし会
日時： 8/14（日）1０：30～
場所： 図書館1階絵本コーナー

3歳からたのしめる絵本や手遊びうた

わらべうた、紙芝居などいろいろなおはなし

を用意しています♪

★おはなしのじかん
日時： 8/21（日）10:30～11:00
場所： 図書館 1階絵本コーナー

楽しいおはなしをいろいろ用意しています♪

一般書の新着 児童書の新着

図書館・郷土館だより
6月の図書館利用状況（開館日数：本館26日・移動図書館18日）

【貸出冊数】4,424冊（＋419冊） 【利用者数】867人（+107人）

「お盆」と言えば、奄美でも三通りありますね、

新盆（7/13～15）、月遅れ盆（8/13～15）、そし

て、本町のほとんどの集落では、「旧盆」（旧暦

7/13～15）を採用しているようで、今年の旧盆は

8/10（水）～12（金）となっています。

また、ご先祖様の送迎もさまざまで、13 日にお墓

からお供をすると、そのまま 15 日の送りの日まで

滞在するご先祖様と、3 日間毎日お墓から家まで

送り迎えをするところもあるようです。

vol.26

移動図書館や図書館のイベントは、今後の状況次第で

は中止になる場合があります。ご了承ください。

郷土館のつぶやき！

6月のおはなし会の様子

いずれにしろ、お盆は数少

ない家族が集まる機会です。

祖先のことを思い出しなが

ら、一家の絆を再確認する大

切な時間にしたいものです。

図書館ＨＰ

ＱＲコード

➡➡➡➡➡

おはなし会のおしらせ

12日（日）と19日（日）のおはなし会に、古仁
屋高校の生徒が 2名、おはなし会ボランティアと
して参加してくださいました！
高校生の読み聞かせに、遊びに来てくれた子ど
もたちも楽しんでいました♪


